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白川町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 
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白川町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱の一部を改正する訓令 

 

白川町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱（令和３年白川町訓令甲第１２号）の一部

を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（庶務） （庶務） 

第６条 地域おこし企業人に関する庶務

は、白川町課設置条例（令和６年白川町

条例第２４号）第２条に定める分掌事務

のうち地域の振興対策を所掌する課にお

いて処理する。 

第６条 地域おこし企業人に関する庶務

は、企画課                           

                                     

                              におい

て処理する。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


